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▲第１ 陳情の趣旨 

 １ 「東大和市議会事務局設置条例」（昭和３９年条例第３３号）の「事務局」は、東大

和市行政手続条例第７条の「事務所」であるかについて、明らかにすることを求める。 

 ２ 東大和市議会設置条例の疑義解明を求める。 

  １） 東大和市議会に、東大和市行政手続条例は適用されるか。 

  ２） 東大和市議会は、行政手続条例第７条の「行政庁は、申請がその事務所に到達

したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」の行政庁であるか。 

３） 東大和市行政手続条例第７条の「申請」に、地方自治法第１２４条の「請願」

は含まれるか。 

  ４）東大和市議会議長は、行政手続条例第７条の「行政庁」であるか。 

  ５）東大和市行政手続条例第７条の「申請」の様式は、第何号か。 

  ６）東大和市行政手続条例第７条の「申請」に対する「処分通知」の様式は、第何号か。 

  ７）東大和市議会に、憲法第１６条及び請願法は適用されるか。 

  ８）地方自治法第１２４条（議会に対する請願）の「請願」は、憲法第１６条の「権

利」であるか。 

  ９）東大和市議会は、合議機関としての議決機関であるか。 

 １０）東大和市議会議長は、独任機関としての執行機関であるか。 

 １１）東大和市議会は、請願法第５条の「官公署」に該当するか。 

 １２）東大和市議会議長は、請願法第５条の「官公署」に該当するか。 

 １３）請願法第５条の「受理」は、東大和市行政手続条例第２条の「処分」であるか。 

 １４）東大和市議会における、東大和市行政手続条例第７条の「申請」の「受理」（同条

例第２条第３号）は、同条例第２条第２号の「処分」であるか。 

 １５）日本国憲法第９３条第１項は「地方公共団体には、法律の定めるところにより、

その議事機関として議会を設置する」と規定し、地方自治法第８９条で「普通地方公共

団体に議会を置く。」と規定しているが、「置く」の行為主体は「誰」か。 



 １６）東大和市議会が「置」かれた年月日は、いつか。 

 １７）東大和市議会は、東大和市行政手続条例第７条の「行政庁は、申請がその事務所

に到達したとき」の「事務所」の『位置』を条例で定めているか。 

「東大和市議会事務局設置条例」（昭和３９年条例第３３号）の「事務局」は、東大和市行

政手続条例第７条の「事務所」であるか。 

 １８）東大和市議会が行政手続条例第７条の「事務所に到達」の成立要件である「事務

所の位置」を条例で定めていない場合は、同市議会は住所不定となるか。 

 １９）東大和市議会が行政手続条例第７条の「事務所」の「位置」を条例で定めていな

い場合は、「申請がその事務所に到達したとき」は成立しない、すなわち「門前払い」に

なるか。 

 ２０）東大和市行政手続条例第７条の「申請がその事務所に到達したとき」の「事務所」

の位置不定に起因する不成立は、請願法第５条の「この法律に適合する請願は、官公署

において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」における「（不）適合」の処

分に直結するか。 

 ２１）「処分」であるか否かの判断基準は、最高裁大法廷平成２０年９月１０日判決の「法

的地位に変動をもたらす」か否か、によるか。 

 ２２）東大和市議会の「事務所の位置」の不定は立法不作為であるか。 

 ２３）「東大和市議会事務局設置条例」は、行政手続条例第７条の「行政庁」としての東

大和市議会の「事務所の位置」の設置条例であるか。 

 ２４）「東大和市議会事務局設置条例」は、行政手続条例第７条の「行政庁」としての東

大和市議会議長の「事務所の位置」の設置条例であるか。 

 ２５）東大和市議会行政手続条例施行規則（平成９年５月３０日・議会規則第１号）の

根拠となる東大和市議会行政手続条例は、制定されているか。 

    

▲第２ 陳情の原因 

 １ 東大和市議会行政手続条例施行規則が、東大和市の例規集に掲載されている。 

【東大和市議会行政手続条例施行規則 

・平成９年５月３０日 

・議会規則第１号）】 

２ 東大和市の例規集に、東大和市議会行政手続条例は、掲載されていない。 

 

▲第３ 陳情の理由 

 １ 東大和市議会行政手続条例が制定されていないのに、条例施行規則が制定されるこ

とは、立法禁忌であり、適法性に欠ける。 



 ２ 関係法令等に、次の記載がある。 

１）司法行政 

【ＡＩによる概要 

司法と行政は三権分立に基づき、それぞれ裁判所（司法権）と内閣・行政機関（行政権）

が担当する異なる国家作用です。行政は公共サービスの実施、司法は法による争訟解決

を担います。司法行政は、裁判所の円滑な運営（人事、設備管理、会計）を行う事務で

あり、裁判所自体が独立して行います。 

裁判所法における司法行政事務は、裁判所の円滑な運営を確保するための組織・事務

管理を指し、最高裁判所（長官・裁判官会議）や下級裁判所長官が主体となって実施し

ます。主たる条文は裁判所法第８０条〜第８３条で、司法行政権の最高機関や長官の指

揮監督権が規定されています 

２）裁判所法に次の規定がある。 

【第六編 司法行政 

裁判所法第８０条（司法行政の監督） 

司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。 

一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。 

二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職

員を監督する。 

三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職

員を監督する。 

四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。 

五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員

を監督する。】 

【裁判所法第８１条（監督権と裁判権との関係） 

前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。】 

【裁判所法第８２条（事務の取扱方法に対する不服） 

裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の監督権によりこれ

を処分する。】 

３）地方自治法に、次の記載がある。 

【地方自治法第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条

第二項の事務に関し、条例を制定することができる。 

２ 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めが

ある場合を除くほか、条例によらなければならない。】 

【地方自治法第１５条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、



その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。】 

【地方自治法第８９条 

普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した

議員をもつて組織される議会を置く。 

２ 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体

の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他

の権限を行使する。 

３ 前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の

議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。】 

４）「行政庁の事務所の位置」について、次の記載がある。 

【ＡＩによる概要 

行政庁（地方公共団体）の事務所の位置については、主に地方自治法第４条によって定

められています。この規定により、都道府県や市町村は事務所の位置を定めたり変更し

たりする際、条例でこれを定めなければならないとされています。 

１．地方自治法 第４条（事務所の位置） 

２．地方公共団体は、その事務所（都道府県庁、市役所、町役場など）の位置を定め又

はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。】 

【ＡＩによる概要 

最高裁大法廷平成２０年９月１０日判決（浜松市上島駅周辺土地区画整理事業訴訟）は、

土地区画整理事業の事業計画決定の「処分性」を認めた記念碑的な判例です。約４０年

間維持された「青写真判決（昭和４１年）」を覆し、住民が早期に事業計画の取り消しを

求めて提訴する道を拓きました】 

【ＡＩによる概要 

最高裁は、在外邦人が国政選挙や国民審査で投票できない（または制限される）現状を

「違憲」とし、国会が立法措置を怠った「立法の不作為」を違法と認定しています。２

００５年（在外選挙権訴訟）と２０２２年（国民審査訴訟）の判決で、在外投票制限の

違憲性と国家賠償責任が認められました。】 

【ＡＩによる概要 

東大和市議会に関する主要な条例は、議会の事務を扱う「東大和市議会事務局設置条例」

（昭和３９年条例第３３号）です。これに基づき、議会事務局が設置され、職員の定数

は市職員定数条例に準拠します。また、定数は２２人（東大和市議会議員定数条例）と

定められています。】 


